袋井市スポーツ協会・競技部・大会助成金交付要綱

１．目 　　的
この要綱は、協会加盟の競技部が主催する大会に助成を交付し、適正に執行されるために定める。 

２．交付対象
袋井市スポーツ協会に登録する競技部が主催する大会で、競技部委員会が認めた大会に交付とするものとする。
なお、各競技部、年度内一大会のみとする。
３．助成額
交付される助成金は、申請大会の参加人数割、均等割の合計とする。
（別表3）
	区 分
	算出方法

	参加人数割
	＠ 150円 × 参加人数

	均　等　割
	20,000円


ただし、大会助成額の上限は30,000円とする。
なお、助成の決定通知をした後、計画変更を届け出ない場合や特別な事情もないのに計画を履行しなかった場合は、助成金を返還してもらうことがある。
４．助成対象経費
次に揚げる経費を対象とする。
1 報償費（役員審判員手当て、謝金等）

2 賞賜金（トロフィー、メダル代等）
3 会議費（役員の出会旅費等）
4 会場費（借上料等）
5 需要費（事務用品等の消耗品代、印刷代等）

· 大会に参加した選手，スタッフ等の飲み物（熱中症対策）は可。
⑥
役務費（切手、はがき、電話代金、用具運搬費用等）
５．申請手続　　関係競技部は、毎年競技
定められた日までとするが、必要に応じて期限の変更を検討する。
　　　　　　　　　　　 ①　大会助成金交付申請書　　　（様式２－１）
                       ②　大会活動計画書　　　　　　（様式２－２）
　　　　　　　　　　　 ③  収支予算書　　　　　　　　（様式２－３）
　　　　　　　　　　　 ④　大会助成金交付請求書　　　（様式２－４）
⑤　大会開催要項

６．報告書の提出　　関係競技部は大会終了後、１ケ月以内に下記書類を提出すること。 

1 大会実績報告書　　　　　　（様式２－５）
2 収支決算書　　　　　　　　（様式２－６）
3 領収書
4 写真（3枚）
5 その他（結果表等）
７．附　　　　則
この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。
この要綱は、令和　８年４月１日から施行する。
